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文化財の県登録について 
 
 
１．発表概要 

兵庫県教育委員会は、令和元年８月２日（金）に開催された文化財保護審議会（会長

山岸常人）の答申を受け、９月５日（木）に開かれる兵庫県教育委員会で議決し、新た

に１件を登録文化財に登録する予定です。 

その後、教育委員会告示として、兵庫県公報に登載予定です。 

ついては、その内容を発表します。 

 
２．登録物件 
 登録物件 

 （１）青野原俘虜収容所
あおのがはらふりょしゅうようしょ

将校用
しょうこうよう

風呂棟
ふ ろ と う

 （加西市） 
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別表 

 

兵庫県登録文化財答申物件一覧表 

 

種 類 名  称 員数 所 在 地 
所 有 者 

（管理者） 

登
録
有
形
文
化
財 

建造物 
青野原俘虜収容所
あおのがはらふりょしゅうようしょ

将校用
しょうこうよう

風呂棟
ふ ろ と う

 

 

１棟 

 

加西市青野原町192-2 

個人 

（青野原俘虜収容所

保存会） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 





兵庫県登録文化財答申物件概説 
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１ 青
あお

野原
のがはら

俘虜
ふ り ょ

収容所
しゅうようしょ

将校用
しょうこうよう

風呂棟
ふ ろ と う

 １棟 （加西市） 

 

本建物は、JR加古川線青野原駅北西約2.9km

の場所にある。第一次世界大戦時にドイツ、

オーストリア－ハンガリーからの俘虜を収容

する“青野原俘虜収容所”として大正４年に

建設された。風呂棟は、この将校用兵舎に付

属する施設である。同時期に建設された兵舎

など、ほかの施設は全体のうちの一部分が住

宅の一部などとして利用されているものが２

棟残存する以外、ほとんどが失われており、

風呂棟は残存する数少ない施設の一つである。 

建設当初の形態をとどめ、かつ、浴槽など

の設備も残存しており、近代の俘虜収容施設

の様子をうかがい知る建築として注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

外観 

内部 
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（画像資料）青野原俘虜収容所将校用風呂棟（加西市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 正面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 背面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 洗い場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 浴槽 
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【資料】指定・登録物件の概要 

 

１ 指定・登録の流れ 

   兵庫県教育委員会 

         諮問 

 兵庫県文化財保護審議会                 審議会の部会 

答申 

兵庫県教育委員会 

      ↓  登録 

   県広報で告知 

       
 

（登録文化財） 
第 19 条の２ 県委員会は、県の区域内に存する指定有形文化財及び法第 182 条第２項の規定に

基づく市町の条例の規定による指定を受けた有形文化財以外の有形文化財（建造物であるも

のに限る。）のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に

必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。 
 

２ 統計資料（今回の県指定関係分） 

 

〈登 録〉 

 現在の登録数 今回の登録数 累   計 

建 造 物 ２２    １ ２３    

 

 

（現地調査） 
（ 報  告 ） 
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 県の文化財の指定及び登録は、県教育委員会が兵庫県文化財保護審議会に諮問し、その答申

を受けて行うこととなっています。文化財を種類ごとに整理すると次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財 

（重要なもの） 

（重要なもの） 

［建造物］ 

［美術工芸品］絵画、 

彫刻、工芸品、 

書跡、典籍、古文書、 

考古資料、歴史資料等 

［演劇、音楽、工芸技術等］ 

指定重要無形文化財 （指定） 

（重要なもの） 

（重要なもの） 

（保存と活用が特に必要なもの） 

［遺跡］貝塚、古墳、都城跡、 

城跡、旧宅等 

［名勝地］庭園、橋梁、渓谷、 

海浜、山岳等 

［動物、植物、地質鉱物］ 

（重要なもの） 

記 念 物 指定史跡名勝天然記念物 （指定） 

［有形の民俗文化財］無形の 

民俗文化財に用いられる 

衣服、器具、家屋等 

［無形の民俗文化財］衣食住・ 

生業・信仰・年中行事等に 

関する風俗慣習、民俗芸能、 

民俗技術 

指定重要有形文化財 有形文化財 （指定） 

指定重要有形民俗文化財 

民俗文化財 （指定） 

指定重要無形民俗文化財 

（登録） 登録有形文化財（建造物） 

無形文化財 

県の文化財保護の体系 


